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建物解体に係る入札要項 
	 	 	  
１．入札に付する業務 

■解体物件建物等の所在地等 
	 	 	 	 ⇒高崎市新町字堂場 1906番地 7 
	 	 	 	 	 居宅	 木造スレート葺 2階建	 201.67㎡ 

	 ■解体工事に関する請負内容 
	 	 	 	 ⇒上記に存する建物・付帯設備一切の解体撤去、及び同敷地内にある樹木（但し当 

方が指定する樹木は現状のまま）の抜去整理による更地渡し 
	 	 	 	  
	 ２．入札方法の種類 
	 	 	 	 ⇒一般競争入札とする。 
	 	  
	 ３．入札日 

⇒平成３１年１月１５日（月）	 午前１１時～ 
 
	 ４．入札場所 
	 	 	 	 ⇒社会福祉法人しんまち元気村	 法人本部 (高崎市新町 1863番地) にて	  
 
  ５．入札の方法 
	 	 	 	 ⇒入札回数は２回までとし、予定価格に達しない場合は、有利な条件を提示した 
	 	 	 	 	 入札参加者と協議交渉を行う。 
	 	 	 	 ⇒１回目の入札時に、見積書（入札する自社の様式で可。封書に封印のもの。入札 

金額は税込総額表示で消費税を内書き表示） 
	 	 	 	 ⇒代理人の場合は委任状の持参。入札出席者の名刺及び認印を持参のこと 
 
	 ６．契約と工期 
	 	 	 	 ⇒入札後３日以内に契約を締結する。解体等に関する工期の完了日は平成３１年 
	 	 	 	 	 ２月２８日（木）とし、落札業者は厳守すること。 
 
	 ７．委託者 
	 	 	 	 ⇒社会福祉法人しんまち元気村	 理事長	 三島久美子 



	 ８．契約支払条件 
	 	 	 	 ⇒原則	 平成３１年３月末日払い（預金口座振込） 
	 	 	 	 	 ※但し、解体工事が平成 31年 1月中に完了し、それに対する請求書が 1月末日 
	 	 	 	 	 	 までの日付によって送付された場合、2月末日の支払いとする。 
 
	 ９．現場説明について 
	 	 	 	 ⇒現地は自由立入りが可能な状態となっているので、自己調査をお願いする。 
	 	 	 	 	 建物の内部を確認する場合には、当法人本部の鍵を貸与する。その場合、事前に 
	 	 	 	 	 下記連絡先まで日時等を連絡のこと。 
 
	 １０．公告の方法 
	 	 	 	 ⇒定款の記載に則り、当法人の掲示場への掲示による告知、ホームページへの掲載 
	 	 	 	 	 によるインターネットの利用等により行う。告知の期間は平成 30年 12月 20日 

より平成 31年 1月 8日までとする。 
 
	 １１．質疑応答 
	 	 	 	 ⇒質疑がある場合は、自由書式の応答書（自社連絡先を明記のこと）を用いて、下 

記のＦＡＸまたは、E-mailアドレスに連絡のこと。回答については、各社宛て 
に記載された連絡先に対して行う。 

 
 

【連絡先】 
	 	 	 	 	 社会福祉法人しんまち元気村	 法人本部 
	 	 	 	 	 	 	 TEL  0274-40-3388    FAX  0274-42-8039 
            	 E-mail  hanamizuki@genkimura.or.jp 
 


